
こ
の
法
案
が
閣
議
決
定

さ
れ
た
際
に
政
府
は

・
我
が
国
は
厳
し
い
財
政

事
情
に
あ
り
、
特
に
今
般

の
東
日
本
大
震
災
の
発
生

と
そ
れ
へ
の
対
処

・
か
ね
て
よ
り
政
府
は
国

家
公
務
員
の
人
件
費
削
減

を
検
討
し
て
き
た
が
、
自

立
的
労
使
関
係
制
度
が
措

置
さ
れ
る
間
で
も
そ
れ
を

先
取
り
す
る
形
で
、
給
与

引
き
下
げ
法
案
と
自
立
的

労
働
関
係
法
案
と
一
体
で

提
出
し
た
い

・
二
〇
一
三
年
度
ま
で
の

二
年
間

と
、
私
た
ち
に
説
明
を
し
、

当
時
の
野
田
総
理
も
｢
や
む

を
得
な
い
措
置
｣
と
し
て
我

々
に
理
解
を
求
め
て
き
ま

し
た
。

と
こ
ろ
が
実
態
は
、
東

日
本
大
地
震
に
関
わ
る
｢
復

興
予
算
｣
の
中
に
東
京
の
税

務
署
改
修
や
北
海
道
・
沖

縄
の
道
路
建
設
、
捕
鯨
反

対
運
動
へ
の
対
策
費
ま
で

復
興
と
は
関
係
の
な
い
事

業
等
、
と
う
て
い
復
興
予

算
と
は
い
え
な
い
と
こ
ろ

へ
予
算
執
行
が
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

公
務
員
賃
金
を
削
減
し
て

復
興
予
算
に
回
す
と
い
う

論
拠
が
根
底
か
ら
崩
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
内
容

に
｢
政
府
が
承
認
し
な
い
と

団
体
協
約
が
結
べ
な
い
な

ど
多
く
の
問
題
を
含
ん
で

い
た
「
自
立
的
労
働
関
係

法
案
」
は
審
議
す
ら
さ
れ

て
お
ら
ず
、
国
家
公
務
員

の
給
与
削
減
と
法
案
成
立

を
取
引
し
た
｢
連
合
｣
の
言

い
訳
も
総
崩
れ
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
今
、
法

案
成
立
時
か
ら
い
わ
れ
て

い
た
二
年
間
の
措
置
で
あ

る
約
束
が
、
反
故
に
さ
れ

る
動
き
が
出
て
い
ま
す
。

政
府
の
内
部
か
ら
｢
二
年
で

終
わ
り
と
は
な
ら
な
い
｣
な

ど
の
声
が
上
が
り
始
め
て

い
ま
す
。

表
は
約
束
ど
う

り
二
年
間
で
給
与
復
元
し

た
場
合
と
悪
法
延
長
の
場

合
を
二
〇
一
四
年
度
一
年

間
で
の
給
与
差
額
を
計
算

し
た
も
の
で
す
。
こ
の
一

年
間
で
六
二
万
円
の
給
与

ダ
ウ
ン
と
な
り
ま
す
。

政
府
が
約
束
を
破
り
二

〇
一
四
年
度
か
ら
も
削
減

法
案
を
延
長
す
れ
ば
、
毎

年
こ
の
金
額
が
カ
ッ
ト
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
人
事
院
勧
告

が
｢
特
例
法
案
｣
に
添
っ
た

内
容
で
行
わ
れ
ま
す
と
、

退
職
金
は
、
一
五
五
万
円

の
差
が
生
ま
れ
ま
す
。
退

職
手
当
法
改
悪
に
よ
る
損

失
四
四
〇
万
円
と
合
わ
せ

て
約
六
〇
〇
万
円
の
損
失

と
な
り
ま
す
。
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給
与
毎
年
六
二
万
円
損
失
・
退
職
金
一
五
五
万
円
の
損
失

｢特
例
法
案
｣の
延
長
を
許
す
な

二
〇
一
二
年
二
月
に
「
国
家
公
務
員
給
与
削
減
特
例
法
案
」
が
成
立
し
国
家
公
務
員

の
賃
金
が
人
事
院
勧
告
に
関
係
な
く
二
〇
一
二
年
四
月
よ
り
七
．
八
％
削
減
さ
れ
て
い

ま
す

。

こ
の
悪
法
は
、
二
年
間
の
期
限
付
き
で
し
た
が
、
延
長
の
動
き
も
有
り
、
そ

れ
を
許
さ
な
い
運
動
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

カ
ッ
ト
さ
れ
た
給
与
が

税
務
署
修
繕
・
反
捕
鯨
団
体
対
策
費
に
？

給与 号俸 俸給 ｶｯﾄ後 月数 支給総額 号俸 俸給 カット後 月数 支給総額

2012. 4. 1 5-85 400,600 369,473

2014. 4. 1 6-55 408,500 371,108 9 3,339,972 6-55 408,500 402,373 9 3,621,357

2015. 1. 1 6-55 408,500 371,108 3 1,113,324 6-55 408,500 402,373 3 1,207,119

管理職手当

2013. 4. 1 6-55 62,300 55,229 9 497,061 6-55 62,300 61,366 9 552,294

2015. 1. 1 6-55 62,300 55,229 3 165,687 6-55 62,300 61,366 3 184,098

期末勤勉手当 役職加算含む 役職加算含む

2014. 6 6-55 417,520 1.87 780,762 6-55 469,775 462,728 1.87 865,301

2014.12 6-55 417,520 2.02 843,390 6-55 469,775 462,728 2.02 934,711

合計 6,740,196 7,364,880

      退職金の削減

特例法が2年で終了しないと毎年624，684円の給与カットが続く

（４０２，３７３－３７１，１０８）×５７ヵ月×０．８７＝１，５５０，４３１の削減

給与カット(復額なし)
６級昇格　1.5年前

昇級改悪 55歳昇級ストップ

２０１４年４月に給与カットが復額した場合、
昇格1.5年前（６級以上の1.5%カットは継続）

昇級改悪 55歳昇級ストップ

２０１４年度退職１年前の給与総額比較

2015.
3.31(退職)



私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
、
こ

の
｢
特
例
法
｣
は
憲
法
に
違

反
し
、
国
公
法
に
違
反
し
、

最
高
裁
判
決
を
無
視
し
、

そ
し
て
、
こ
の
賃
下
げ
は

六
二
五
万
人
労
働
者
に
波

及
し
て
経
済
を
い
っ
そ
う

冷
え
込
ま
せ
る
と
、
問
題

指
摘
を
し
て
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
悪
法
を
二
年
間

と
い
う
約
束
を
破
り
延
長

す
る
な
ど
許
せ
ま
せ
ん
。

昨
年
の
人
事
院
間
勧
告

の
際
、
人
事
院
総
裁
は
「
公

務
員
給
与
は
特
例
法
に
よ

り
、
民
間
給
与
を
下
回
っ

て
い
る
が
、
特
例
法
が
二

年
間
の
臨
時
特
例
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
給
与
法

に
よ
る
給
与
を
基
礎
に
算

定
勧
告
し
た
」
と
談
話
を

発
表
し
て
い
ま
す
。
す
な

わ
ち
人
事
院
は
、
二
年
間

の
臨
時
・
特
例
措
置
で
あ

る
か
ら
、
私
た
ち
が
実
際

受
け
と
っ
て
い
な
い
金
額

に
基
づ
い
て
勧
告
し
た
と

い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

従
っ
て
、
二
年
の
臨
時

措
置
が
終
わ
る
来
年
に
向

け
て
の
今
年
の
勧
告
は
、

人
事
院
の
本
来
の
役
割
か

ら
す
れ
ば
、
削
減
後
の
金

額
を
基
礎
に
比
較
勧
告
す

国
土
交
通
省
で
働
く
私

た
ち
管
理
職
員
は
、
豪
雨

・
豪
雪
の
時
や
地
震
発
生

時
な
ど
に
は
土
日
・
深
夜

を
問
わ
ず
そ
の
対
応
に
追

わ
れ
、
災
害
発
生
と
も
な

る
と
そ
れ
が
長
期
間
に
わ

た
り
ま
す
。
し
か
し
、
超

勤
時
間
に
す
れ
ば
二
〇
時

間
足
ら
ず
の
管
理
職
手
当

や
、
な
か
な
か
認
め
て
も

ら
え
な
い
管
理
職
特
別
勤

務
手
当
で
お
茶
を
濁
さ
れ
、

超
勤
手
当
は
一
切
付
か
な

い
と
い
う
状
況
に
置
か
れ

て
い
ま
す
。

・
管
理
職
手
当
で
は
管
理

職
員
の
超
勤
を
す
べ
て
は

る
の
が
当
然
で
す
。

昨
年
の
勧
告
は
、
実
態

の
無
い
俸
給
表
上
の
給
与

と
民
間
実
態
と
の
差
額
の

カ
バ
ー
で
き
な
い
。

・
災
害
時
は
管
理
職
員
も

体
制
の
一
員
と
な
り
、
自

ら
出
退
勤
の
自
由
は
な
い
。

・
深
夜
勤
務
は
民
間
で
は

管
理
職
員
に
も
残
業
手
当

が
支
払
わ
れ
る
制
度
に
な

っ
て
い
る
。

等
の
理
由
か
ら
｢
せ
め
て
災

害
時
や
深
夜
勤
務
に
は
超

勤
手
当
の
支
給
を
｣
の
要
求

を
掲
げ
二
〇
〇
四
年
か
ら

九
年
に
わ
た
っ
て
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
で
職
場
世
論
を
リ

ー
ド
し
、
災
害
時
等
の
管

理
職
員
の
超
勤
実
態
を
調

査
し
、
再
三
人
事
院
に
実

現
を
迫
っ
て
き
ま
し
た
。

勧
告
を
行
い
、
自
ら
そ
の

｢
労
働
基
本
権
剥
奪
の
代
償

機
関
｣
と
し
て
の
立
場
を
放

棄
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。

職
場
の
皆
さ
ん
の
力
で
、

今
年
こ
そ
、
削
減
さ
れ
た

実
態
賃
金
と
四
月
に
実
施

す
る
民
間
調
査
と
の
差
額

の
回
復
を
人
事
院
に
勧
告

さ
せ
る
よ
う
奮
闘
し
ま
し

ょ
う
。

こ
う
し
た
積
み
重
ね
の

中
で
、
昨
年
の
勧
告
期
に

民
間
と
公
務
の
職
場
の
管

理
職
員
の
超
勤
支
給
実
態

調
査
を
実
施
さ
せ
て
き
ま

し
た
。

人
事
院
は
「
問
題
意
識

を
持
っ
て
引
き
続
き
検
討

し
て
い
く
」
と
し
て
い
ま

す
が
、
要
求
が
実
現
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
今

後
の
運
動
に
か
か
っ
て
い

ま
す
が
、
要
求
前
進
の
可

能
性
は
切
り
開
い
て
い
ま

す
。
職
場
の
管
理
職
の
皆

さ
ん
と
も
に
が
ん
ば
り
ま

し
ょ
う
。

ユニオンは、2013人勧に向けて
給与の復元勧告・管理職員の超勤支給の

二大要求実現署名を取り組みます

災
害
時
や
深
夜
の
超
過
勤
務
手
当
問
題

い
つ
ま
で
管
理
職
員
に

た
だ
働
き
を
さ
せ
る
の
か

給与勧告に当たって

人事院総裁談話

平成２４年８月８日

職員が実際に受ける給与月額を基

礎とした減額後の格差も算出しまし

た。その上で、給与改定・臨時特例

法による給与減額支給措置が東日本

大震災という未曾有の国難に対処す

るためのものであり、二年間の臨時

特例であることを踏まえ、減額によ

り職員の給与が民間給与水準を下回

っていることを認識しつつ、本年の

勧告の前提となる官民比較について

は、給与法に定められた給与月額を

基礎として行うことが適当と考えま

した。

関係部分抜粋

人
事
院
は
昨
年
勧
告
時
の
回
答
を
守
リ

給
与
の
復
元
勧
告
を
実
施
せ
よ


